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夜 間 金 庫 利 用 規 定 
 
 
第１条 この規定の取引に係る契約の成立  

「お客さまは、当金庫の「夜間金庫規定」の各条項を承諾の上、この取引を申し込みます。なお、

本申込書提出後、当金庫が承諾することにより、上記夜間金庫取引に係る契約が成立するものとしま

す。 
第２条 用品 

当金庫は夜間金庫を利用される方に、投入口用鍵・入金袋・入金袋正鍵（以下夜間金庫用品とい

う。）をお貸しいたします。 
第３条 使用時間 

夜間金庫への入金袋の投入は、毎日の営業時間終了時から翌営業日の午前８時までといたします。 
但し、休・祭日には終日使用ができます。 

第４条 利用範囲 
夜間金庫は、ご利用者名義の当座勘定および普通預金へのご入金の場合だけに使用できます。 

第５条 利用方法 
ご入金の際は、所定の入金伝票に氏名・金額等必要事項を記入して、現金・小切手等を入金帳と

ともに入金袋へ入れて施錠し、投入口の扉を所定の鍵により開けてご投入ください。入金袋を投入

後は必ず投入口は施錠し、鍵はお持ち帰りください。 
第６条 開袋 

当金庫は、毎営業日の営業開始時に当金庫の所持する入金袋副鍵をもって入金袋を開き、ご入金

金額と入金伝票記載金額とを照合確認のうえ、開袋の日付をもってご指定の預金口座にご入金の手

続きをいたします。 
第７条 入金袋の返還 

入金手続きが完了したときは、入金帳の所定欄に受領印を押印し入金袋および入金帳などをお返

し致します。 
第８条 入金金額の相違 

入金袋に在中のご入金金額が、万一入金伝票記載金額と相違する場合は、当金庫で確認した金額

をもってご入金手続きをいたします。 
第９条 金庫の責任 

１．投入口から投入された入金袋については、当金庫が第５条によりその内容を確認する以前に、

当金庫の責めに帰せざる事由によりご損害が生じましても、当金庫は一切その責任を負いません。 
２．ご利用者がこの規程に違背して事故が生じた場合は、該当のご利用者に損害を負担していた

だき、当金庫は一切その責任を負いません。 
第１０条 用品の管理 

夜間金庫用品は十分注意して保管してください。もし、これらを喪失または破損したときは、た

だちに当金庫にお届けください。なお、喪失した用品の再交付のご依頼を受けた場合、再交付に際

しましてはその用品の実費を申し受けます。 
第１１条 転貸等 

夜間金庫用品は、他の者に転貸、譲渡または質入れすることはできません。 
第１２条 解約 

この約定は、利用者または当金庫のいずれか一方の都合によりいつでも、また３ヶ月以上ご使用

のない場合も解約することができます。解約の際は、夜間金庫用品をただちに当金庫へお返しくだ

さい。 
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第１３条 利用料 
  夜間金庫の利用料は６か月分を前受させていただきます。（４月と１０月に指定口座から引落しを

させていただきます。）なお、初回利用料については、契約日の属する月を含め、最初に到来する３

月または９月までの期間の月割計算となります。 

  契約期間内において異動（会員・員外）があった場合は、異動日の属する月の翌月から利用料の

改定を行うこととし、差額分を個別に返戻または徴求させていただきます。 

  解約の申出を受けたときは、解約日の属する月を除き、未経過月数に該当する利用料を返戻いた

します。 
第１４条 規定の変更  

１．この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があ

ると認められる場合には、民法第 548 条の４の規定に基づき変更するものとします。 
２．前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時

期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。 
３．前二項による変更は、公表の際に定める１か月以上の相当な期間を経過した日から適用する

ものとします。 


